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原著論文

要　　　　　旨

　本研究は、「気になる子」に関する学術研究を概観
することによって、保育者養成の場で「気になる子」
について教授する際の視点を提言することを目的とし
た。「気になる子」は発達障害との関連で説明される
ことが多いが、「気になる子」という語は非常に多義
的であり、狭義の定義のみを教授することは適切では
ないであろう。また、「気になる子」とはあくまでも
保育者の主観によるものであり、子ども観・保育観を
省察することによって、保育者の気になり様は変化す
ることを、養成段階から意識しておくべきではないだ
ろうか。しかし、子どもが「気になる」ことは、保育
者の資質として否定的な問題とは決して言えず、子ど
もの発達に関する専門性を有する保育者は、保護者の
子育てのパートナーとして、子どもの発達の課題に気
づくことが求められている。保育者には一人一人の子
どもの育ちについて「気にする責任」があることを、
保育学生は自覚しておく必要があるであろう。

キーワード：�保育者養成、「気になる子」、発達障害、
困り感、保育者の専門性

１．はじめに

　保育の現場で、「ちょっと気になる子ども」「気にな
る子ども」「気になる子」などの言葉は、周知の語句
となっており、保育者養成課程で使用される多くの教
科書でも取り上げられている。保育者を目指す上で学
ぶべき用語の一つとして実質的に位置付けられている
と思われるが、果たして、「気になる子」注）について
多岐にわたる学術研究を反映した教授内容になってい

るだろうか。「気になる子」という言葉がタイトルに
含まれる文献を調査した圓光寺（2022）１）は、その
文献の数の多さから「気になる子」という言葉が独り
歩きをしているかのように扱われてきたことを指摘し
ている。このような状況にもかかわらず、保育の場で
一般化しているこの言葉を、近い将来そこに立とうと
している学生に伝える際には、慎重さとこれまでに蓄
積された学術研究を踏まえた多角的な知見が必要なの
ではないだろうか。そこで本稿では、近年の「気にな
る子」に関する研究を整理し、保育者養成の場で「気
になる子」について教授する際の視点を提言すること
を目的とする。

２．「気になる子」の定義

（１）「気になる子」の多義性
　多くの学術研究で、「気になる子」には明確な定義
がない、と記されている。野村（2018）２）は、「気に
なる子」は「多義的な要素を含んで使用されている用
語」であるとし、久保山・齊藤・西牧・當島・藤井・
滝川（2009）３）は、「幼稚園、保育所に対する機関支
援を行う者は、保育者たちが『気になる子ども』とい
う言葉をどのように使っているのか、理解し、幅広く
対応できる準備をしておかなければならない。」とし
ている。
　「気になる子」という用語がなぜ多義的であるのか
について明言した研究は見当たらないが、そのヒント
が野村（2018）２）や美馬（2012）４）にある。「気にな
る子」の保育研究の歴史的変遷を概括した野村
（2018）２）によれば、まず、1960年代は障害児を含む
多義的・広義の用語として「問題児」という言葉が集
団保育の枠組みの中からはみ出す子どもの総称として
使われ、続いて1974年に保育所や幼稚園における障害
児保育が制度化される中で、保育者が集団保育の中で
難しさを感じる子どもたちの中から障害児が区別さ
れ、障害児保育に関する研究が進められた結果、障害
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児以外の子どもの問題が「気になる子」として取り上
げられるようになった。そして野村（2018）２）は、
1991年に「気になる子」が学術論文として最初に取り
上げられてから2005年ごろまでを「『気になる子』研
究の増加と保育実践の蓄積」の時期としてとらえた上
で、2000年代前半の特殊教育から特別支援教育への転
換、2005年の発達障害者支援法の施行をふまえて、
2005 ～ 2010年ごろを「『気になる子』と発達障害を関
連させた保育実践と研究の発展」の時期としている。
美馬（2012）４）も同様に障害児保育の制度化と、軽
度発達障害がきっかけで発達障害に注目が集まったこ
とを、「〈気になる子〉という言葉が保育現場から上が
り、注目され始めた歴史的背景」として挙げている。
すなわち、1974年の障害児保育の制度化と、2000年代
前半の特殊教育から特別支援教育へ転換時に発達障害
に注目が集まったことが、「気になる子」という用語
の多義性に大きく関わっていると考えられる。
　これら二つの歴史的背景がなぜ「気になる子」の意
味を多義的にしたのかという点について説明する鍵
は、障害児保育の制度化以降、巡回相談にかかわって
いる本郷一夫の言葉（本郷・吉中，2012）５）と、幼
稚園・保育所に対する機関支援を行っている久保山ら
（2009）３）にある。本郷・吉中（2012）５）によれば、
本郷は全国的に障害児保育、統合保育が広がり始めた
1975年以降から巡回相談にかかわり始め、当初は障害
の特徴や障害のある子どもの一般的な発達について質
問を受けることが多かったが、保育者の間に障害に関
する知識が広まるにつれて具体的な保育の進め方へと
質問が変化し、そして2000年前後から障害のある子ど
もよりも障害とは判定されていない子どもの保育につ
いての質問を受けるようになったことを「いわゆる
『気になる』子どもの出現である。」と表現している。
久保山ら（2009）３）も、機関支援では、多くの場合
は何らかの診断名がついている対象児を中心に保育者
と協議を行うが、保育者から「実は他にも『気になる
子』がいるのです」などとの申し出を受けることが多
く、その結果、本来の対象児よりも「気になる子ど
も」の相談の方が長くなることも珍しくない、と述べ
ている。つまり、障害児保育の制度化、特別支援教育
の推進に伴って、保育者が日々の保育の中で難しさを
感じる子どもたちに関して、発達障害を含めて何らか
の障害に関する診断名がついている子どもについて
は、保育者はその子どもの発達の様相や行動の理由、
援助の方法がある程度わかるようになったが、それに
よって逆に障害と診断されていない子どもに対する保
育者の疑問や不安が大きくなってきたのだろう。さら
に久保山ら（2009）３）は、「幼稚園や保育所の保育者
が『気になる子ども』ということばを使うのは、子ど

もが乳幼児であるため、障害があるかもしれないが診
断がついていない場合や、子どもが示す気になる行動
が障害によるものか、環境の為なのかがわかりにくい
場合が多いからである。当然『気になる』という言葉
で表現される内容は保育者によって異なる。」として、
「気になる子」の多義性を顕著に表現している。

（２）�「気になる子」という言葉を使う二者の存在―
「気になる子」という用語の特殊性

　野村（2018）２）によれば、「気になる子」を学術論
文として最初に取り上げたのは、小池（1991）６）で
ある。小池（1991）６）は短期大学に所属し、かつ浦
安市こども療育センターの心理相談員として、この研
究を発表している。保育者という子どものことが「気
になっている」当事者ではなく、研究者または専門家
の一人であり、本郷・吉中（2012）５）や久保山ら
（2009）３）も同様である。
　「気になる子」というテクニカルターム（田中，
2009）７）すなわち専門用語は、元々は現場の保育者
がある子どもたちについて「気になる」ことに端を発
した言葉であり、研究者はそれを研究として発信する
際に使っている。つまり、研究の世界から誕生した専
門用語ではなく、現場の保育者の言葉から生まれた
“テクニカルターム”であり、「気になる子」という用
語の特殊性でもあるとも言えるのではないだろうか。
保育者と研究者という「気になる子」をめぐる二者の
存在が、「『気になる子』の定義が、研究者あるいは保
育者の視点によって異なる。」（横山，2016）８）と言
われる多義性に大きく関わっていると考える。

（３）発達障害と「気になる子」の定義
　多くの「気になる子」の研究では、明確な定義がな
いとしながらも、先行研究を挙げる形で「気になる
子」について説明している。濱田・杉村（2022）９）

は、緒方（2019）10）が先行研究を総合して「明確な
診断名がないものの発達障害の特性が見られ、保育者
にとって日常の保育をする上で困難さがあり、特別な
支援・配慮を必要としている子ども」とした表現を引
用している。その緒方（2019）10）の定義は、本郷・
澤江・鈴木・小泉・飯島（2003）11）、岡本・安田（2018）
12）、藤井・小林（2010）13）、佐藤・田口・山口・大森
（2019）14）、平澤・藤原・山根（2005）15）の定義を基
にしており、明確な診断名はないものの発達障害の特
性が見られることを共通点の一つとしている。このよ
うに、「気になる子」を、発達障害との診断は受けて
いないがその特性が見られる子どもと捉えている研究
は少なくない。
　しかし、「気になる子」が発達障害のみに関連する
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わけではないことは、いくつもの研究で指摘されてい
る。発達障害をめぐる保育現場の混乱について展望し
た柴崎（2009）16）は、子どもの行動と発達障害との
共通点に目が向くことで、保育者が「気になる子」と
捉えがちになる「発達障害という過剰なラベリングの
持つ問題点」を指摘している。竹内・坪井・藤後・府
川・田中・佐々木（2010）17）は、保育者が「気になる」
事柄には発達上の問題以外にも様々な含意があると考
えられるとし、横山（2016）８）は「『気になる子』
は、発達障害の直線上で語られるものではなく、『椅
子にじっと座っていない子』『友達とトラブルを起こ
す子』『人の話（友達・保育者）を聞けない子』とい
った、保育を展開するうえで、保育者がどう接したら
いいのか、その対応に追われる子どもをさす場合が多
い。」と記している。野村（2018）２）は「『気になる
子』は必ずしも発達障害児に限定されるものではな
く、貧困や虐待といった養育環境をはじめとした環境
要因や保育のあり方と関連が深く、またそれらが相互
に影響し合っている可能性もある。」とし、2006年の
日本保育学会のシンポジウムでもそれが指摘されてい
たがその後、発達障害との関連において議論される傾
向がさらに強まり、他の要因との関連は指摘されつつ
も十分に整理されているとは言い難い、と言及してい
る。久保山ら（2009）３）が、保育者が捉える「気に
なる子」とは、発達障害が想定されるものから、無気
力な子ども、自分を出しにくい子ども、被虐待の疑い
がある子どもやアレルギーのある子どもまで多岐にわ
たり、発達障害のある子どもだけではないことを明ら
かにしているにもかかわらず、今なお野村（2018）２）

が指摘した傾向は根強い。確かに、発達障害の特性を
もつ「気になる子」は少なくないかもしれないが、そ
れとの関連性だけで説明することは、いわば「気にな
る子」の狭義の定義と言えるのではないだろうか。

３．保育者が「気になる子」と捉えること

（１）保育者の「捉え」と「気になる子」
　前節で見たように、「気になる子」は、保育者が子
どもについて「気になる」ことによって対象化され
る。そのことを倉持（2000）18）は「『ちょっと気にな
る子』と保育者が捉えるとき、『ちょっと気になる』
のは保育者であり、気になる中身は保育者の主観の中
で捉えられている場合が多い。」と表現しているが、
保育者が「気になる子」を捉える心的様相は、非常に
複雑である。守・松井（2013）19）は、保育者が「気
になる子ども」と、曖昧な表現をせざるを得ない理由
として、「『気になる子ども』の『気になる様子』は、
発達の個人差の範囲なのか、発達障害に起因している

のか、養育者の不適切な関わりや環境に起因している
のか、保育者の子ども理解の問題か、と複数の要因が
混在していることが推測されるからである。」と考え
ている。言い換えれば、保育者が「気になる子」を捉
える心的様相は、まず、「気になる様子」が複数の要
因に帰属される可能性があるという意味で、非常に複
雑なのである。
　保育者が子どものどんな様子や行動を「気にしてい
る」かについては、先に挙げた久保山ら（2009）３）、
美馬（2012）４）、本郷ら（2003）11）、平澤ら（2005）
15）、竹内ら�（2010）17）の他、古市（2009）20）、畠山・
畠山（2011）21）、津田・木村（2014）22）、中山（2015）
23）などで示されている。本稿では、保育者が「気に
なる子」と捉えて対象化する時の心的様相を、どのよ
うな子どもを「気になる子」と捉えるかという問題以
外にも視野を広げて検討する。

（２）保育者の「困り感」
　研究で「気になる子」について説明したり定義した
りする際、「多くの保育者が困難感を抱えている」（中
山、2015）23）、「理解や対応に苦慮」（前田、2015）24）

などの言葉と伴に表現される。木曽（2012）25）は、
保育士が保育上難しいと感じること、対応に悩むこ
と、負担に感じることなどの感情を総じて困り感と定
義し、「困り感の背景には、理解のできなさや対応方
法のわからなさ、保育士の人手不足などが考えられ
る。」としている。「対応」を「援助」と読み替えるな
らば、保育の基本である子どもの理解と援助につい
て、保育者は「わからなさ」という困り感を感じてい
るということである。ある子どもの姿を見て、「なぜ
なのだろう」とわからなさを感じる。それは守・松井
（2013）19）が指摘したように、気になる要因が複数混
在しているからこそ、理解が困難なのである。たとえ
何らかの診断がなされている子どもであっても、一人
一人の育ちは多様であり、援助の方法はマニュアルを
適用するようにはいかない。まして、理解が困難な
「気になる子」の援助については「どうしたらいいの
だろう」という保育者のわからなさ、「困り感」は、
さらに大きいであろう。
　さらに竹内ら（2010）17）は、「専門機関を受診し、
診断・判定が下された時点で、児は『特別な支援ニー
ズのある子ども』となり、もはや『気になる子ども』
ではなくなる訳である。」と述べている。子どもの行
動が、障害によるものであると理解されれば、援助の
方法についてのわからなさは残るとしても、保育者の
困り感はぐっと減少するのであろう。実際に平澤ら
（2005）15）は保育者への質問紙調査から、障害のある
子どもの方が援助を要するが、保育者の困り感は「気
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になる子」の方が高かったことを明らかにしている。
さらに、気になる・困っている行動について、「自閉
症やADHDなどの場合には、これらの行動が目立っ
ても当然とされ、診断のない子どもでは大変と捉えら
れている可能性もある。」と考察し、診断名の有無に
よって子どもの行動の理解が左右されることを示唆し
ている。
　一方、保育者にとって「気になる子」にどう関わり
援助するか、という問題は大きい。緒方（2020）26）

は、「気になる子ども」への介入技法に関する研究を
分析・整理することによって、応用行動分析の有効性
を明らかにしている。しかし、保育者がそのような援
助、介入の方法を検討する前に、省みておかなければ
ならないのが、守・松井（2013）19）の「保育者の子
ども理解の問題か」という問いに大きく関わる保育者
自身の子ども観・保育観である。

（３）保育者の「捉え方」と保育実践
　文部科学省（2019）27）は「幼児理解に基づいた評
価」の中で、「幼児を理解するとは、理解しようとし
ている側の見方と切り離すことはできません。」と記
している（P.69）。倉持（2000）18）も、保育の場では、
「ちょっと気になっている」保育者の保育観や子ども
観が何であるかを無視することはできないのではない
だろうか、と問いかけている。この倉持（2000）18）

は、刑部（1998）28）に対する意見論文であるが、美
馬（2012）４）が「〈気になる子〉をテーマとした金字
塔的な研究」と評しているように、刑部（1998）28）

は「気になる子」に関する数多くの学術研究の中で意
義深い研究の一つである。刑部（1998）28）では、保
育者の「保育観なりの子どもを見る枠組み」（倉持，
2000）18）が再考され、保育者との関わり、他の子ど
もとの関わりが変化した結果、「ちょっと気になる子
ども」が気にならなくなっていく過程を関係論的分析
によって示している。保育者が「ちょっと気になる
子」と捉えるかどうかの背景には、保育者のもつ子ど
も観や保育観が存在していることを明らかにしたので
ある。
　さらに刑部（1998）28）の研究の意義は、それまで
の発達心理学では、個々の子どもの行為を個人の特性
や特定の他者との関係に焦点をあてて検討した研究が
多かったことに対し、保育実践全体にかかわる多様な
他者とのダイナミズムの総体に位置づけて解明を試み
た点にある。その問題意識は論文の冒頭に記された、
保育者がある子どもを気になり始めると、その子の行
動がすべて問題に見えてきて、何とかしなければとい
う焦りや義務感を感じる保育者の対応がクラス全体に
影響し、結果的にその子も自ら「気にされる子」にな

っていくというラベリング効果の問題に端を発してい
るのであろう。木曽（2012）25）は、保育士の困り感
の軽減には個と集団のダイナミズムを踏まえた保育が
必要であったことを明らかにした。守・山崎・駒井
（2013）29）は、効果的な支援の在り方をクラスにおけ
る集団づくりを視野に入れて検証した。これらはいず
れも、刑部（1998）28）に示唆を得た研究の一例であ
る。
　また木曽（2012）25）は、保育者は冷静に子どもの
問題行動の意味を考える必要があり、そのためには保
育カンファレンスや問題行動の背景に関する知識とそ
れに対応する技術を高めることが必要であろうと考え
ている。この点について具体的な示唆を与えてくれる
濱田・杉村（2022）30）は、「気になる子ども」の行動
のうち、多動性、攻撃性、反抗性などの環境との葛藤
に関する行動特徴である外在化問題に注目し、それに
対する保育者の認知をフィードバックすることの有効
性を検証した。その結果、フィードバックは概ね有効
であり、研修の一つの手法としての有効性が明らかに
されている。さらに興味深い点は、保育者の日頃の省
察の程度によってその有効性に差が認められたことで
ある。すなわち、保育者の自らを省みる力が「気にな
る子」の捉え方にも関わることを示唆している。
　そして赤木（2017）31）は、「『気になる子』が問題
になるのは、これまでの、子ども理解や保育の枠組み
が十分でないことの表れ」だと言う。世界的なコロナ
禍を経て「気になる子」について考える時、子どもに
関わる全ての人が、子ども観や保育観を根本から問い
直す必要性に直面しているのかもしれない。

（４）保育者のさらなる葛藤
　保育が集団でなされる側面が小さくない以上、保育
者はしばしば葛藤にさらされる。「気になる子」につ
いて言えば、「『障害か迷う、できないのか、わがまま
でやらないのか』という迷いがあり、判断してほしい
というニーズが多い」（古市,2009）20）という保育者の
声も、「集団保育の中で皆と同じ活動・行動をするよ
うに促していくというのが現状」である実態から生じ
ているのであろう。さらに木曽（2012）25）は、保育
者は「あるべき姿と現実の乖離による困り感」と「一
斉保育における重点選択の困り感」とを感じると同時
にそのように感じることに対する罪の意識、「困り感
に対する罪障感」を抱くことを明らかにした。そして
美馬（2012）４）は、保育者が他のクラスの状態を気
にしたり、周りの保育者からの評価を気にしたりする
ことが、保育者の「気になる子」に関する意識に影響
を与えている場合もあることを指摘している。
　以上のような「気になる」子どもの保育における保
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育者の抱く感情に焦点を当てた中山（2020）32）は、
感情労働の観点からその実態を検討し、保育者の経験
年数が長いほど、「気になる」子どもに対応する際の
感情コントロール及び共感的な対応が増え、子どもに
対する厳しさや怒りの感情が低減することを明らかに
した。さらに、クラス規模が大きくなるほど、また
「気になる」子どもの人数が多くなるほど、保育者が
ネガティブな感情を表出しやすくなる可能性があり、
保育者のメンタルヘルスを含めた保育の質に影響する
可能性を示唆している。このように「気になる子」を
めぐる問題は、近年の保育の質に関する議論とも関係
している。次節では、それを保育者の専門性の観点か
ら考察する。

４．保育者の専門性と「気になる子」

（１）保育者の専門性
　保育所保育指針解説（2018）33）には、保育士は子
どもの保育や家庭での子育ての支援に関する専門職で
あり、保育士に求められる六つの主要な知識及び技術
とともに、自らの行う保育と保護者に対する支援の質
を高めていくことの重要性が記されている（P.17-
18）。実際には、幼稚園教諭もほぼ同様の役割が期待
されているであろう。保育士に求められる知識及び技
術の１点目は、「乳幼児期の子どもの発達に関する専
門的知識を基に子どもの育ちを見通し、一人一人の子
どもの発達を援助する知識及び技術」である。子ども
の発達に関する専門的知識と技術を有している保育者
の専門性が、幼稚園や保育所等での集団生活の場での
「気付き」によって、乳幼児健診だけでは発見の難し
い発達障害の早期発見がなされ（津田・木村、2014）
22）、スクリーニングとしての役割を担う（畠山・畠山、
2011）21）ことを可能にしている。
　この点を佐藤・七木田（2013）34）は、「保育の場で
多くの定型発達の子どもたちの実践に従事してきた保
育者の、子どもを観る視点の高い専門性について、保
育者自身が意識し、保育者でなければ気付けない子ど
もの姿があることを理解すべきである。」と評してい
る。さらには、このような保育者の専門性を社会に広
く伝えていくことが、保育者の処遇改善と保育の質向
上につながるのではないであろうか。

（２）「気になる子」をめぐる保育者と保護者
　前項の保育所保育指針解説（2018）33）の専門性に
関する記述は、保育士の業務を「児童の保育および児
童の保護者に対する保育に関する指導を行うこと」と
規定した児童福祉法第18条の４の規定を踏まえたもの
である。幼稚園教諭を含め保育者は、子どもの保育と

保護者支援という二つの役割からなる専門性を担って
おり、「気になる子」をめぐって、保育と保護者支援
の両方で困り感を抱えることが多い。橋本・木村・津
田（2015）35）は、気になる子どもの保護者への伝達
について、保育士が「伝えることができない」理由と
して保育士の「専門的知識の不足」と保護者側の「受
け入れない親の姿勢」「親の健康問題」を挙げた。津
田・木村（2014）22）では、保育士は子どもの問題を
指摘することで保護者との信頼関係が崩れることを恐
れ、保護者と問題を共有できていないことが示唆され
ている。
　さらに木曽（2011）36）と亀崎（2016）37）は、「気に
なる子」の保護者との関係の変容過程について分析
し、保育者は「子どものため」という思いと保護者の
実情との間で葛藤したりバランスをとったりしている
ことを明らかにしている。小林・山口（2022）38）は、
ベテラン保育者に対する聞き取り調査から、発達障害
児・気になる子どもの保育、保護者支援という専門性
の発達過程を示した。今後は現在の若手・中堅保育者
の発達過程を調べることによって現代に即した専門性
の発達過程を明らかにし、こうした情報をもとに、養
成課程での学修や採用後の研修のあり方を再検討する
ことが社会的に求められていると主張している。

（３）保育学生から見た「気になる子」
　では、保育を学んでいる学生は、「気になる子」を
どのように見ているのであろうか。田中（2009）39）

は、保育者を目指す学生が「気になる子」とは、保育
者が「保育のしにくさ」を感じるような子どもたちで
あり、それまでの先行研究と一致する結果を得てい
る。荒谷（2019）40）でも、多動や攻撃性が上位を占
めたが、久保山ら（2009）３）の結果と比較すると保
育学生の回答には発達上の問題が含まれていなかった
ことを明らかにした。荒谷（2019）40）は、この点を
「発達上の問題とは、他児と比べてみえる遅れやアン
バランスさが含まれる。」として、現場の保育者との
観点の違いと考えているが、発達に関する専門的知識
が学生には不足しているとも解釈できるのではないだ
ろうか。また大谷（2013）41）は、学生は保育者と比
較すると「気になる子」に意欲的にかかわり理解しよ
うとする意識が低いにも関わらず、保育者よりも「気
になる子」を理解できたと感じていることを示した。
また、Ⅰ回生とⅡ回生の比較を行い、Ⅱ回生になると
クラスの子どもたちや保護者に対する援助にまで意識
がいくようになった学生もいたことを明らかにした。
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５．おわりに

　本稿の目的は、近年の「気になる子」に関する学術
研究から、保育者養成課程において「気になる子」に
ついて教授する際の視点を提言することであった。
　まず、「気になる子」は発達障害との関連で説明さ
れることが多いが、「気になる子」という語は非常に
多義的であり、保育者は虐待や貧困といった養育環境
の問題等も含めて「気になる」ことを踏まえると、そ
のような狭義の定義のみを教授することは適切ではな
いであろう。
　また、「気になる子」とはあくまでも保育者の主観
によって捉えられる存在であり、子ども理解や援助の
背景にある保育者自身の子ども観・保育観を省察する
ことによって、保育者の気になり様は変化するもので
あることを、養成段階から明確に意識しておくべきで
はないだろうか。例えば、新任の幼稚園教諭が、「他
者への暴力・暴言」「集団からの逸脱行動・多動性」
を気になる行動として挙げた背景として、新任教諭は
クラスを一つのまとまりとして捉え、クラスの統制や
子どもへの規範意識などを求める傾向の強さがあると
指摘した守・酒井・前田・小笠原（2016）42）の研究は、
「気になる子」が保育者の「捉え」によって異なるこ
とと省察の意義を保育学生にも十分に伝え得ると考え
る。
　しかしながら、子どものことが「気になる」こと
は、保育者の資質として否定的な問題とは決して言え
ないのではないであろうか。子どもの発達に関する専
門的知識と技術という専門性を有する保育者は、保護
者の子育てのパートナーとして、少子化の時代の家庭
では気づかれにくい子どもの発達の課題に気づくこと
が求められている。久保山ら（2009）３）は、「気にな
る子ども」の「気になる（目立つ）行動」に目を奪わ
れることなく、気になる、ならないを問わず、一人一
人の子どもの存在を意識し、一人一人を見る目を豊か
なものにする必要があると言えるだろう、と述べてい
る。保育者には一人一人の子どもの育ちについて「気
にする責任」があることを、保育学生は自覚しておく
必要があるであろう。

注

　本稿では「ちょっと気になる子ども」「気になる子ども」
等を代表する語句として「気になる子」を使用するが、先行
研究の引用についてはその表記に従った。
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